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四日市市こどもの居場所づくりサポート・コーディネート事業業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１．業務の概要 

（１）業務名 

四日市市こどもの居場所づくりサポート・コーディネート事業業務委託 

（２）業務の目的 

本事業は、「四日市市こどもの居場所づくり支援事業費補助金」の交付決定団体及び「四

日市市多様なこどもの居場所づくり実証事業」の受託者（以下、「補助団体等」という。）

をはじめ、市内でこどもの居場所づくりを実施する団体等をサポート・コーディネートする

人材を配置し、こどもの居場所の質の向上や補助団体等の相互連携を図り、居場所を利用す

るこどもへの支援や行政等の相談窓口へのつなぎ、居場所の運営や人材育成のサポート・コ

ーディネートを行うことを目的とする。特に、令和７年度の活動を通じて見えてきた各団体

の自立に向けた意欲を、具体的な資金調達行動へと結びつけ、持続可能な運営モデルの確立

を強力に後押しすることを、令和８年度における本事業の最も重要な役割と位置付ける。 

なお、本事業は、こども家庭庁「こどもの居場所づくり支援体制強化事業」における「こ

どもの居場所づくりコーディネーター配置等支援事業」として実施することを想定しており、

当事業実施要綱に基づく内容とする。 

（３）業務内容 

「四日市市こどもの居場所づくりサポート・コーディネート事業業務委託仕様書」のとお

り 

 （４）業務期間 

    契約の日から令和９年２月２８日まで 

 

２．委託料（見積限度額） 

３，０００，０００円以内（消費税及び地方消費税相当額を含む） 

 

３．実施形式 

公募型プロポーザル方式 

  

４．参加資格 

プロポーザルに参加する者は単独企業とし、次に掲げる事項の全ての条件を満たすものとする。 

（１）こどもの居場所づくりに関する深い知見や経験を有し、本業務を統括する管理者と、実質

的に業務を担当する主担当者を配置できること。なお、主担当者は本業務を実質的に担当す

るものとし、業務完了まで特別な事情がない限り変更できないものとする。 

（２）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定に該当しない者であるこ

と。 
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５．契約までのスケジュール 

令和８年４月３日 実施要領等の公表 

令和８年４月 20 日 参加意向申出書の提出期限、質問受付期限 

令和８年４月 24 日 参加資格確認結果の通知、質問回答 

令和８年５月８日 企画提案書の提出期限 

令和８年５月 26 日 審査（プレゼンテーション）の実施 

令和８年５月 29 日 審査結果の通知、公表 

令和８年６月上旬 契約の締結 

※説明会は開催しない。 

 

６．質疑・回答 

質問は、原則電子メール（任意様式 Word 形式）により受け付ける。 

回答は電子メールにより、全ての質疑を全応募者に対して通知する。 

 

７．参加申込・資格要件の確認 

様式１「参加意向申出書」を持参又は郵送により提出する。なお、提出期限を過ぎての申し込

みは受け付けない。また、参加資格審査結果は、各参加者へ様式２「参加資格審査結果通知書」

にて電子メール及び郵送により通知する。 

 

８．企画提案書の提出 

  企画提案書は、「企画提案書作成要領」を参照の上、一括して持参又は郵送により、電子デー

タ１部、紙媒体８部（正本１部のみ押印）提出するものとし、分割提出は認めない。 

   ※１者につき１提案とする。 

   ※提出後の追加及び修正は認めない。 

 

９．書類提出方法 

参加意向申出書、企画提案書とも、持参又は郵送（簡易書留に限る。）によるものとし、次

の提出先へ提出すること。なお、いずれの書類も提出期限当日の午後５時必着とする。 

提出先：〒５１０－００８５ 

四日市市諏訪町２番２号 四日市市総合会館３階 

四日市市 こども未来部 こども未来課（開庁時間：午前８時３０分～午後５時１５分） 

10．審査方法 

  「審査要領」のとおり 

   

11．審査結果 

  審査（プレゼンテーション）終了後、各参加者へ様式３「プロポーザル審査結果通知書」にて、

電子メール及び郵送にて通知する。 
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12．提出書類の取り扱い 

  提出書類は参加者へ返還しない。なお、四日市市情報公開条例に基づく開示請求があった場合

は、同条例に基づく開示対象文書とする。 

 

13．情報公開及び提供 

市ホームページに以下の情報を掲載する。 

  （候補者決定前）実施要領、仕様書、企画提案書作成要領、審査要領 

  （候補者決定後）決定された候補者 

 

14．契約 

受託候補者と企画提案書を参考に協議を行い、協議が整った場合に、委託金額の範囲内で契約

を締結するものとする。なお、契約に際しては、仕様書等の内容を一部変更する場合がある。 

また、当該受託候補者として特定された者と協議が整わない場合は、次点の提案として評価し

た応募者と協議の上、契約を締結する場合がある。 

 

15．問い合わせ先 

四日市市こども未来部こども未来課（総合会館3階） 

TEL:059-354-8038 FAX:059-354-8061 

電子メール：kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp（送受信を電話で確認すること） 

 

16．その他 

（１）本プロポーザルに要する経費は参加者の負担とする。  

（２） 参加申込書類の提出後、随意契約の相手方として決定されるまでは、随時参加を辞退する

ことができる。その場合には、参加辞退届（任意様式）を提出すること。  

（３）参加申込書類及び企画提案書類等の作成、ヒアリング等に要するすべての費用は、参加意

向申出者および参加者の負担とする。 

（４）提出された書類等は、選定を行う作業に必要な範囲において複製する場合がある。 

（５）提出された企画提案書類にかかる著作権は、それぞれ参加者に帰属するものとする。なお、

第三者の著作物の使用の責は、参加者にすべて帰するものとする  

（６）次のいずれかに該当する企画提案書は無効とする。 

① 定めた提出方法、提出先、期限に適合しない場合 

② 提案内容に虚偽がある場合 

③ 参加者及び協力会社が審査関係者に対する不当な活動を行ったと認められる場合 
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（様式１） 

 

令和  年  月  日 

四日市市長 

 住  所  

商号又は名称  

代表者職氏名                  

 

（署名又は記名・押印）   

 

参 加 意 向 申 出 書 

 

 

次の件について、プロポーザルの参加を申し込みます。  

 

件名：四日市市こどもの居場所づくりサポート・コーディネート事業業務委託 

 

 

 

連絡担当者 

所属 

氏名 

電話 

ＦＡＸ 

E－mail 

 

 

添付書類（任意様式） 

□ 配置予定の管理者又は主担当者の雇用関係 

□ 事務所の概要等 
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（様式２）  

 

令和  年  月  日 

（商号又は名称） 

（代表者職氏名） 様  

四日市市長    

 

 

参加資格確認結果通知書  

 

 

次の件について、参加資格確認結果を通知します。  

 

件名：四日市市こどもの居場所づくりサポート・コーディネート事業業務委託 

 

結果①：資格を有することを認めます。  

 

結果②：次の理由により資格を有するとは認められないため、本プロポーザルには参加できません。 

理由：××のため  

 

※ 上記理由について説明を希望される方は、 令和  年  月  日までにこども未来部こど

も未来課へその旨を記載した書面を提出してください。  

 

 

 

連絡担当者 

所属 

氏名 

電話 

ＦＡＸ 

E－mail 
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（様式３）  

令和  年  月  日 

 

（商号又は名称）  

（代表者職氏名） 様 

四日市市長    

 

プロポーザル審査結果通知書 

 

 

貴社から提出のあった次の件の提案書について、審査結果を次のとおり通知します。  

 

件名：四日市市こどもの居場所づくりサポート・コーディネート事業業務委託 

 

結果①：契約の相手方となる候補者に決定しました。  

契約等の手続きについては、別途連絡します。  

 

結果②：審査の結果、契約の相手方の候補とはなりませんでした。 

貴社の順位  ○位 

貴社の総合点数 ○点 

項目ごとの点数 

 項目１  ○点 

   項目２  ○点 

    ：        ： 

契約相手方の候補者の名称と総合得点 

  △△社（社名は開示） △点 

他の参加者の名称と総合得点 

  Ａ社（社名は伏せる） ◇点 

  Ｂ社（同上）  ●点  

  Ｃ社（同上）  ▽点 

 

※ 上記結果について説明を希望される方は、 令和  年  月  日までにこども未来部こど

も未来課へその旨を記載した書面を提出してください。  

 

連絡担当者  

所属  

氏名  

電話  

ＦＡＸ  

                       E－mail 


